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お
知
ら
せ
版

※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。

●町県民税　　　　　　　2期
●国民健康保険税　　　　2期
●介護保険料　　　　　　2期
●後期高齢者医療保険料　2期

納期限　8月３１日（月）

●

●

●

町
か
ら
の
お
知
ら
せ
●
●
●

今 月 の 納 税 等

※お問い合わせ先　住民税務課税務Ｇ　☎６６2‐2１１2
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選
挙
管
理
委
員
会
か
ら

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
中
山
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
（
総
務
企
画
課
庶
務
Ｇ
内
）

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

①
町
議
会
議
員
選
挙        

立
候
補
届
出
受
付
に
つ
い
て

　
平
成
２７
年
９
月
１３
日
執
行
予
定
の
中
山
町

議
会
議
員
選
挙
の
立
候
補
届
出
を
次
の
と
お

り
受
け
付
け
ま
す
。　

●
日
時　
９
月
８
日
（
火
）

午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時

●
場
所　
役
場
大
会
議
室

②
郵
便
等
投
票
証
明
書
の　

　
発
行
に
つ
い
て

　
郵
便
等
投
票
証
明
書
と
は
、
身
体
に
重
度

の
障
が
い
の
あ
る
選
挙
人
が
、
自
宅
等
か
ら

郵
便
で
不
在
者
投
票
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

に
必
要
な
証
明
書
で
、
次
に
該
当
す
る
方
が

交
付
申
請
で
き
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
保
持
者
で
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

･
両
下
肢
、
体
幹
、
移
動
機
能
の
障
が
い
が

１
級
ま
た
は
２
級
の
方

･
内
臓
機
能
の
障
が
い
が
１
級
ま
た
は
3
級

の
方

･
免
疫
機
能
の
障
が
い
が
１
級
か
ら
３
級
ま

で
の
方

②
戦
傷
病
者
手
帳
保
持
者
で
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

･
両
下
肢
、
体
幹
の
障
が
い
が
特
別
項
症
か

ら
第
２
項
症
ま
で
の
方

･
内
臓
機
能
の
障
が
い
が
特
別
項
症
か
ら
第

３
項
症
ま
で
の
方

③
介
護
保
険
被
保
険
者
で
、
要
介
護
状
態
区

分
が
要
介
護
５
の
方

　
証
明
書
は
、
７
年
間
有
効
で
、
そ
の
期
間

に
国
・
県
・
町
の
実
施
す
る
選
挙
に
有
効
で

す
（
た
だ
し
、
右
記
③
に
該
当
す
る
方
は
、

有
効
期
間
は
介
護
保
険
被
保
険
者
証
に
記
載

さ
れ
て
い
る
要
介
護
認
定
の
有
効
期
間
の
末

日
ま
で
と
な
り
ま
す
）。

　
証
明
書
の
発
行
を
希
望
す
る
方
は
、
町
選

挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

③
中
山
町
農
業
委
員
会　
　

委
員
選
挙
立
候
補
予
定
者

説
明
会
に
つ
い
て

　
平
成
２７
年
９
月
２６
日
執
行
予
定
の
中
山
町

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説

明
会
を
次
に
よ
り
開
催
し
ま
す
の
で
、
立
候

補
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は
ご
出
席
く
だ
さ

い
。

●
日
時　
８
月
２７
日
（
木
）

　
午
後
１
時
３０
分
～

●
場
所　
役
場
１
０
３
会
議
室

●
対
象　
中
山
町
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
立

候
補
予
定
者
、
も
し
く
は
そ
の
代
理
人

（
立
候
補
届
出
事
務
等
を
行
う
方
を
含
む
）

　
な
お
、
説
明
会
以
降
の
日
程
は
次
の
と
お

り
で
す
。

●
告
示
日
（
届
出
日
）　
９
月
２１
日
（
月
）

　
病
院
等
へ
入
院
さ
れ
て
い
る
方
は
不
在
者

投
票
が
で
き
ま
す
。
不
在
者
投
票
の
期
間

は
９
月
２２
日
～
２5
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

入
院
さ
れ
て
い
る
病
院
を
通
じ
て
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

●
選
挙
期
日
（
投
票
日
）　
９
月
２６
日
（
土
）

※
今
国
会
で
審
議
中
の
農
業
協
同
組
合
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
が
、
選
挙
期

日
の
告
示
日
の
前
日
ま
で
に
公
布
さ
れ
た
場

合
は
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
は
行
わ
な
い

こ
と
と
し
ま
す
（
選
挙
を
行
わ
な
い
こ
と
が

説
明
会
の
日
時
ま
で
確
定
し
た
場
合
は
、
説

明
会
も
行
わ
な
い
こ
と
と
し
ま
す
）。●公共下水道受益者負担金　１期

納期限　8月３１日（月）

※お問い合わせ先　建設課下水道管財Ｇ　☎６６2‐2１１5

【納付書の発送について】
税額に変更のある方につい
ては、８月１４日（金）に変更
の通知を発送しております。
お手元に届いた方は内容を
ご確認のうえ納付してくだ
さい。

投票区 地　　　　　　　　区 投　　票　　所

第１投票区 達磨寺全区、向新田 達磨寺・向新田地区農村集落多目
的共同利用施設

第２投票区
新田町全区、上町、新町、元町、中町、柳町、
旭町全区、中原団地、広瀬団地、川端、下川、
あおば全区

中山町立長崎小学校体育館

第３投票区 桜町全区、北小路、西小路、梅ヶ枝町全区、
西町、南小路、いずみ全区 中山勤労文化センター

第４投票区 三軒屋、落合 落合構造改善センター
第５投票区 文新田全区 文新田生活改善センター
第６投票区 金沢全区 中山町西部地区公民館
第７投票区 柳沢全区、中山ひまわり荘 柳沢集落センター
第８投票区 土橋全区 豊田地区農業集落多目的集会施設
第９投票区 岡全区 中山町岡地区文化交流センター
第１０投票区 小塩全区 小塩構造改善センター

■投票日に町内で投票できる人
　次の２つの条件にあてはまる人が、町内で投票できます。
　　①投票日現在で満２０歳以上の人（平成７年９月１４日以前に生まれた人）
　　②平成２７年６月７日以前から引き続き中山町の町民となっている人
　　※投票日までに中山町外に転出した人は投票できません。

■期日前投票制度をご利用ください
　選挙の投票日当日（９月１３日）、仕事や私用で投票所に行くことができないと見込まれる人は、
期日前投票をすることができます。ただし、期日前投票時点においてまだ２０歳になっていない人等
については、不在者投票の手続きにより投票することになります。
　　●期日前投票期間　　　　　９月９日（水）～１２日（土）
　　●投票できる時間　　　　　午前８時３０分～午後８時
　　●期日前投票所設置場所　　役場１０１・１０2会議室
※�入場券を持参のうえ、お越しください。入場券の裏面に、期日前投票のための宣誓書が印刷さ
れていますので、事前に記入することで受付が早く済みます。
　なお、入場券が届く前は、入場券がなくても投票できます。

■郵便による不在者投票について
　郵便による不在者投票を行う場合は、９月９日（水）までに、請求書および郵便等投票証明書を
町選挙管理委員会に提出し、投票用紙および投票用封筒を請求してください。郵送でも、直接持参
してもどちらでもかまいません。選挙期日の告示日前でも請求することができます。
　郵便等投票証明書の発行については、２２ページをご覧ください。

■投票日当日の投票時間は午前７時から午後８時まで
　入場券は、世帯ごとに郵送されます。投票所は入場券に記載されていますのでご確認ください。
投票区と投票所は次のとおりです。

■開票は即日　午後９時から
　開票は９月１３日午後９時から中央公民館大ホールで行います。会場では開票状況を午後９時３０分
から１5分おきに速報する予定です。
　【注意】無投票となった場合は、入場券は発送しません。

※お問い合わせ先　選挙管理委員会事務局（総務企画課内）　☎６６2‐2１１１

中山町議会議員選挙　９月１３日（日）投票日

23 22
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